
第5回要介護認定調査検討会  

一  議事次第 －  

日時：平成20年8月8日（金）15：30～17 二 30   

場所：航空会館 501、502会議室  

議題  

1．要介護認定モデル事業（第2次）に係る調査項目の選定等について  

2．その他   



第5回 要介護認定調査検討会  

資 料 一  
覧  

画要介護認定項目の見直しの主な経緯  

匡垂頭調査項目の選定についての対応方針（案）  

画除外候補項目についての検討（案）  

匪垂画要介護認定一次判定ロジック（樹形図）変更の流れ  

画介護認定調査項目等について  

匪孝司認定調査項目に係る自治体からの意見  

直垂司認定調査項目に係る関係団体からの意見  

画認知症ケアマネジメントに関する調査集計結果と分析  

画認知症の方について適切な要介護認定を行うための仕組み  

（現状）  

‾‾‾て雪   



要介護認定項目の見直しの主な経緯  

○要介護認定に関する主な課題  

課題1、2については、第1回～第4回の検討会におし11て検討。今回は課題3について検討を行う。  

○これまでの経過  

課題3について、ケアを提供する時  
間の推計精度が落ちないことを前  
提に、認定調査の負担軽減のため、  
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○第4回要介護認定調査検討会の取りまとめに対する関係団体等からの意見  

○問題行動に関係する「暴言暴行」「外出して戻れない」「火の不始末」「幻視幻聴」などは必要  

○生命に関わる項目（飲水等）は残すべき  

○平準化が図りづらい調査項目については検討が必要  

○要介護認定事務において調査項目が減少することは、認定調査の負担軽減に資するものとして肯定的に捉えてい   
る   



調査項目の選定についての対応方針（案）  

1．数学的には23項目を調査対象から除外しても、．ケアを提供する時間の推計についての妥当性  
は担保されている。  

2．一方、一部の項目について、介護認定審査会において申請者の生活実態を把握するために  

は必要なのではないかと指摘されている。  

認定調査に係る業務  3．そこで、認定審査会に申請者の生活実態が適切に伝わることを前提に、  

の軽減という観点から、可能な場合には項目の除外することを検討する。  

対応方針  

82項目（現行項目）＋6項目（追加項目）のうち、第4回要介護認定調査検討会で除外候補となった  
23項目について、以下の方針のもと選定する  

○選定方針1  

介護認定審査会に提出される主治医意見書に記載されている項目については、主治医意見書で  
代用することができるのではないか。  

○選定方針2  

主治医意見書に記載されていない項目のうち、特に周辺症状（問題行動）に関する項目について  
は、介護認定審査会への情報提供という観点から、これまでどおり認定調査項目に含めてはどう  
か。  

こ二   



＿＿軍亘  
除外候補項目についての検討（案）  

9項目   

引き続き認定  

調査項目とする   



主治医意見書  記入日  平成 年  月  日  

（ふりがな）  
男  

申 請者  

女   
明・大・昭  年  月  日生（ 歳）   連絡先 （）  

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。   

主治医として、本意見吾が介護サービス計画作成に利用されることに  □同意する。 □同意しない。   

医師氏名   

医療機関名  電話  （ ）   

医療機関所在地  FAX  （ ）   

（1）最終診察日  平成  年  月  日  

（2）意見書作成回数   □初回□2向日以上  

口有  □無  

（3）他科受診の有無         （有の場合）→口内科口精神科口外科口整形外科 口脳神経外科口皮膚科□泌尿器科  

ロ婦人科 □眼科□耳鼻咽喉科ロリノ〕ヒリテーション科口歯科□その他（  ）   

2．特別な医療 （過去14日間以内に受けた医療のすべてにチェック）  

処置内容   口点滴の管理  口中心静脈栄養  □透析  ロストーマの処置 □酸素療法  
ロレスピレーター   ロ気管切開の処置  □痺痛の看護口径菅栄養  

特別な対応  ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）ロ裾瘡の処置  
失禁への対応 ロカテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）  

3．心身の状態に関する意見  

赤塗りの部分により代替が可能  

、～！   



4．生活機能とサービスに関する意見  

5．特記すべき事項   

要介護認定及び介護サ、丹－一一ビス計画作成時に必要な医学的なご意見等を記載して下さい。なお、専門医等に別途意見を求め   

た場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いても結楕です。）   



要介護認定一次判定ロジック（樹形図）変更の流れ  
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介護認定調査項目等について   
～削除項目（23項目）案への意見～  

稲城市福祉部高齢福祉課長  

石田光広   



稲城市の位置、人口等  

★東京都心の新宿から西南に約25km、南多摩地区  
の東端に位置しています。  
★面積は17．97kポ（東西、南北とも約5．3km）です。  

稲城市   



定の概要  介護認  

認定審査会委員1巨星（医療6名、保健4名、福祉6名）  
審査会開催回数重恩亘皇国（1回あたりの審査件数35・7件）  

審査会10日菰  資料委員配布   

平均審査時間 雌担拉  

査までの平均日数  10．6日  申請から認定   

申請から認定までの平均日数   34．1日  

審査会認定結果  （単位：人）  

要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   合計   

258   265   185   158   1，962   

13．1％   13．5％   9．4％   8．1％   100．0％   

区分   非該当   要支援1  要支援2  要介護1   

認定者数   35   338   335   388   

構成比   1．9％   17．2％   17．1％   19．8％  

平成19年度実績  

2   稲城市  



定にかかる事務費負担  介護認  

認定に係る事務費 2こ0，468，326円  

内訳 介護認定審査会経責 4，252，200円  
主治医意見書料  8，561，000円  
認定調査費用等  7，655，126円  

1回あたりの審査会費J；日 372，479円  
1人あたりの章用  10，433円  

※コンピュータ経費を除く。  

（平成19年度実績）  

※市町村にとって、事務費負担は非常に大きい。  
3   稲城市  



定調査項計：23項目）削除の案  介護認  

についての意見  

事務の簡素化に向かうことは必要  

工L  

項目数の削減は、介護認定事務の効率化に  
つながるた  

工上   

しかし、円滑な介護認定となるよう、  
現場の声をよく聴いた上で決定して欲しい  

稲城市  4   



問題行動に関する項目の削除（案）のうち   

残すことを期待する項目等の意見  

【特に残すことを期待する項目】   

1「幻視・幻聴」   

2「感情が不安定」又は「同じ話をする」   

3「暴言・暴行」   

4「大声を出す」又は「落ち着きなし」   

5「外出して戻れない」   

6「火の不始末」  

【可能であれば残してもよいと思う項目】   

1「作話」   

2「一人で出たがる」   

3「収集癖」   

4「物や衣類を壊す」   

5「不潔行為」  

5   稲城市  



残すことを期待する理由等  

【直接的な理由】   

■ 認知症の周辺症状として現れやすい項目と思われること。  
・在宅生活が困難となる原因を現していると思われること。  
・介護の手間が具体的にイメージできるものと思われること。  
・対象者の状態を想像しやすいと思われること。  

【その他の理由】  

査項目の活用  ■ 認定審査会（二次判定）での介 護認定  

査項目の活用  ・ケアマネジメントヘの介護認定  

■ 介護保険運営協議会 での意見  

・認知症高齢者を具体的に把握するツールとして活用  

6   稲城市  



認定審査会では、対象者の状態を適切に把握す  
るためには多角的な介護認定調査項目情報が有益  
である。特に、認知症の程度を見るためには、問題  
行動に関する項目（第7群）を総合的に判断すること  
が行われているため、一次判定で不要であっても、     メ 状態をイージさせることができる情報は必要と思う。  

大幅な削除により、かえって情報不足となり、認  
定審査会の審査・判定が不安定となることが心配で  
ある。  

稲城市  



ケアマネジメントヘの  

目の活用  介護認定調査項   

査事項（データ）は、申請者の同意を得た上で、担当す  
．＿．＿    ■    lll■■ ■llll■■ ⊥  

査 るケアマネジャー（居宅・施設）へ提供されている。認定  
項目は、ケアプラン作成等に活用されるほか、サービス担当  
者会議等 への活用も多く行われている。   

このように、現場では現行の認定調査事項（データ）をサー  
ビス提供のために活用することが定着しており、ケアに有用  
な情報が大幅に削除された場合は、影響が大きいと思われ  
る。  

8   稲城市  



介護保険運営協議会 での意見  

稲城市の介護保険運営協議会 の委員からは、  

「介護認定調査23項目の削除では認知症の認定や  

ケアに影響が出るのではないか」「実態に即した改正  

となるよう国へ求める必要があるのではないか。」  

などの意見が出されており、介護認定調査事項の問  
題行動に関する項目の大幅な変更に対して、心配す  
る声があった。  

凸  

大吉削′、 は 慎重に□べき。  問題行動に関する事項の  

稲城市   



す  

立度」に加えて、介護認定調査の「問題行動に関する項目」  
の記入事項を参考にすることがある。  

例 市町村事業への日常的活用  
（1）「外出して戻れない」「一人で出たがる」  

→ 排掴感知器の配布事業へ活用  

（2）「火の不始末」  

→ 自動火災報知器の設置助成事業等への活用  

稲城市  10   



認知症高齢者を具体的に把握するツールとして活用（2）  
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こうした観点からも、ある程度の「問題行動に関する事項」データの蓄積  
は必要ではないかと考える。  

11   稲城市  



意見のまとめ  

1介護認定事務の簡素化・効率化は進めるべきである。  
査項目（データ）はコンピュータ判定に直接不要  2 介護認定   

査員の把握を助けるもの」、「介護認定審査  であっても、「   
介護マネジメントなど  会での審査・判定に有益であるもの」、「  

現場での活用が進んでいるもの」「市町村が地域を把握する  

うえで活用しているもの」などは、削除せず、一部は残しても  
よいのではないか。  

介護認定事務は制度の信矧生を確保するうえで重要な事務  
であることから、科学的な十次判定ロジックの決定に加えて、  
住民への説明を担う現場の市町村職員の実務的な意見も参  

考として欲しい。  

12   稲城市  



参考2≡  認定調査項目に係る自治体からの意見  

平成20年8月 4 日  

厚生労働省老健局老人保健課長 様  

名 古屋 市健康福 祉局  

高齢福祉部介護保険課長  

調査項目の削減について   

要介護認定のしくみの見直しにおいて認定調査の調査項目の削減  

が検討されていることについて、下記のとおり意見を述べさせてい  

ただきます。  

記  

1 認．定調査について  

要介護認定事務において調査項目の削減は、認定調査の負担軽   

減に資するものと して肯定的に捉えております。  

しかし一方で、被保険者には調査項目 と して調査される状況以   

外においても介護が提供されていることも多く、介護認定審査会   

においては一次判定で推計された要介護認定等基準時間と 、それ   

ら実際に提供されている介護の状況を総合的に比較・検討し、要   

介護度を決定することが求められています。  

そのため、認定調査においては、調査項目だけにと らわれるこ   

となく、実際に提供されている介護の状況を必要かつ十分に調査   

していることが必要であると考えます。  

2 削減候補とされている調査項目について  

（1）第7群の調査項目について  

第7群の調査項目の判断においては、被保険者にこれら認知症   



の周辺症状があったと しても、周辺症状への対応と して提供され   

ている予防措置については調査結果の選択肢と して評価されない  

ため、被保険者やその介護者にとって、理解が難しい項目です。   

また、調査結果の違いが要介護認定等基準時間の推計において  

も大きく作用するこ とも少なく、削減されることでかえって一次  

判定のしくみが理解し易いものとなるのではないか考えます。   

しかし、上述したように、削減された調査項目において現に介  

護が提供されている場合はもちろん、特に居宅の場合には介護負  

担となり得る認知症周辺症状への対応としての予防的措置なども、  

介護認定審査会において適切に評価されるよ うな工夫、若しくは  

しくみが必要であると考えます。  

（2）第7群以外の調査項目について  

臥減候補となった調査項目には、その選択肢に係る判断基準が   

難解であったり、選択肢の判断のためだけに聞き取り を行ったり  

」鵬 ウ＼＝巨∴「－ ∴Lヾ ノウ ノ マ甘 ′⊥ J  
プ T古 口 ふざ 七 rハ   ＞巧IIJdチ タ▼／rlヽ rr 卜十 ÷旨 ＃ 白石 7．丁 土星   

えており ます。  

しかし、「指示への反応」の調査項目のよ うに、選択肢の判断   

は困難であるものの、その状況が特に居宅において、介護の困難   

さを背景と した介護の手間に強く影響する事例があるなど、被保  

険者の状況に応じた適切な調査と、特記事項への記載が必要であ   

ることに変わりはありません。  

3 認定調査マニュアル及び特記事二項について  

以上、認定調査においては、調査項目の状況だけにと らわれる   

ことなくこ、調査項目以外にも実際に提供されている介護の状況が   

適切に調査され、過不足なく特記事項を通じて介護認定審査会へ  

情報提供されることが必要です。  

ついては、認定調査員に対して、適切な特記事項の記載内容や   

方法及びその必要性が理解されるよ うな認定調査マニュアルが必   



要であると考えます。   

また、認定調査マニュアルだけではなく、特記事項の様式にお   

いても、必要な調査や記載を促すような工夫（例えば「調査項目  

以外に提供されている介護の状況」欄等の．設置）なども必要では  

ないかと考えます。  

4 介護認定審査会委員テキストについて  

認定調査マニュアルと同様に、介護認定審査会においても、 一   

次判定結果（推計された要介護認定等基準時間）の検討を行うに   

際し、反映された介護の手間と反映されていない介護の手間が理   

解でき、特記事項に記載された実際の介護の状況を 適切に加味す   

ることができるような審査判定基準及び審査会資料も必要である   

と考えます。  

（担当）  

名古屋市健康福祉局高齢福祉部  

介護保険課認定給付係  

電話：052－972－2593   



和長第  132号  

平成20年 8月 5日  

厚生労働省老健局  

老人保健課長  様  

和光市長 野木  実  

介護認定調査に係る7群の項目再編についての意見   

このことについて、介護保険認定業務を行う本市の事務担当の意見集約として別添のと  

おり報告します。  

担当  

和光市保健福祉部長寿あんしん課  

介護福祉担当  

t elO48－464－1111（2148）   

f a xO48－466－1473  
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別添  

07群の問題行動項目がなくなった場合の影響について。  

・認知症の判断をどのようにするのか。介護の手間がかかるか、かからないかの判断項目  

がなくなることで、認定審査会で一見しておおよその介護の手間を判断する材料がなく   

なってしまう。  

→認定審査会における1件あたりの審査時間が多くなる。  

・認知症自立度がⅡaより重度であっても、問題行動のあるタイプとないタイプでは介護  

時間に大きな差がある。問題行動による介護時間の加算がなくなることで、問題行動の  

多い認知症の方の場合、介護度が軽度になる可能性がある。  

→認知症状の判断をどのように行うのか。誰が判断し、どのように介護時間を加算する  

のか、加算に対してのある程度の基準はあるのか。審査会委員により判断に差が出てく   

る。認定審査会の平準化は難しくなる。  

・認知症状の中で何に因っているのか、どのようなことが介護の手間になっているのか、  

調査員が聞き取る基準がなくなる。  

→調査員の質によって聞き取る能力に差があるため、同一人物に対して複数の調査員が  

調査した場合、認知症状のイメージに大きな差が出てくると思われる。（認知症状につい  

て正しく判断できないケースが増えると思われる。）  

07群がなくなった場合について。  

・認知症状の判断基準が別途必要。認知症自立度のみでは判断できない、日常生活上の支  

障となると考えられるものの一覧など。（判断にバラつきが出ないよう一定の項目を示し、  

調査員の聞き取り時に活用できるように）  

・認知症状についてイメージしやすいよう特記事項に詳しく記載する必要がある。記載量  

が増えることで調査員の負担が増えると思われるが、具体的な記載例などである程度カ   

バーできる。  

・調査員・審査会委員へのわかりやすい具体例を挙げた研修が必要。何よりも特記事項が   

重要になるので調査員への研修は不可欠。  

○介護の手間となっていると考えられ、認知症状の評価として審査会で注目していた項目   



・（オ）昼夜逆転‥・介護者が夜間眠れず介護負担が大きくなっている場合。」  

・（カ）暴言暴行（ク：）大声を出す（ケ）介護に抵抗・‥日常の介護に支障があり明らかに介護時   

間が増加している場合。  

・（コ）常時の排桐（シ）外出して戻れない（ス）一人で出たがる・‥迷子や転倒など危険があり   

常時見守りが必要な場合。  

・（チ）不潔行為・‥日常的に不潔行為が見られ、後始末が介助されている場合。   



多摩市からの意見  

委員限りに配布  

（提供者の希望により不掲載）   



参考3…  認定調査項目に係る関係団体からの意見  

2008年7月22日   

厚生労働省  

老人保健課長鈴木 康裕 様  

ぎーニニ 

18計－804  604－－（旧24  

電話075－2111；628RIX O75－253－1861  

2009年介護保険法の改定に向けての意見書  

今般、財務省から提示された介護保険の改定案は、介護保険法の理念に反するものが多々あると思います  

ので、以下のとおり意見書を提出いたします。  

1「高齢者介護実態調査」の対象者について   

在宅と施設ではソフト面、ハード面共に格段の差があるのだから、在宅（約1000人）とグループホーム  

（全国35～50施設）の調査・分析を速やかに行い、結果を反映させること。  

2要支援1～要介護2を、介護保険の対象から除外する件について   

要支援1～要介護2を、介護保険の対象から除外すれば、介護予防の視点から「番必要な人を排除し、   

宙薩ルへの避〒射た掛ろノ「閻が方ヽろ（    一→■一りしノく－l■」    －‘〆′、んi＿1■■、．．一1′－／ ・■－ － 【－－  － ′ －－、ノ   

それは介護保険浜第2条に違反する、重大な改定案である。  

3要介護諷定における1次判定の調査項目から23項目を削除予定の件   

削除予定の23項目には、認知症の判定に必要なものが多数含まれている。認知症介護に関しては初期   

の瀬彦L期こそ重要な介護予防期なのだから、23項目を外すことは許されない。  

4介護認定調査検討会委員について   

介護認定調査検討会委員に、介護現場のスタッフ並びに在宅介護者を加えること。実態を把握しない状   

態で安易に認定項目の検討をしないでいただきたい。  

5制度の改定は慎重に  

「同居；劾熟め定義が保険者によって、格差がある現状だ。   

この定義について2007．12に条件の緩和が「事務連絡」でなされたが、これは「通達」と違い、強制力を   

持たない。従って利用者、ケアマネに有効に徹底されていない。   

また、「福祉用具のレンタル」についても、2006．10改定し、軽度者へのレンタルが削除されたが、2007・4   

には、部分的な緩和策が出された。  

「同居家族」の取り壊い、「福祉用具のレンタル」など利用者にとって生活の重要かつ基軸勺なサービスを   

左右する事柄を「朝令暮改jで扱わないでほしい。   



認定調査項目削減についての意見  

厚生労働省老健局老人保健課 御中  

2008年7月23日（社）認知症の人と家  

1「家族の会」総会アピールにおいて、項目削減に危慎を表明したのは、「家族  

の会の提言」の具体的改善提案で「認知症があると認められる場合には『要介護  

1』以上になる認定システムに改善する」と求めていることに逆行するのではな   

いかと思料したからです。  

2 現行の要介護認定システムは認知症を正確に判定しない、ということは多くの   

家族が経験していることであり、私たちはその改善策として、①一次判定の樹形   

図の改善 ②調査員及び意見書を記載する医師の認知症の理解（∋介護認定審   

査会での認定調査票特記事項、認知症高齢者の日常生活自立度を重視した審査の   

実施、が必要と考えています。  

3 今回削除されようとしている項目が、判定に影響しない場合があること、却っ   

て逆の結果を招く場合があることも承知していますが、しかし、単純に削除する   

のみでは私たちが望む認定システムの改善にはならないと考えます。  

4 要介護認定調査検討会が、「認知症は要介護1以上」との基本姿勢を持って、   

前述した改善策を併せて実施したうえで今回の項目削除を検討．していただいて   

いるのであれば、私たちは信頼してお任せするものです。   

しかし、現状ではそのようには理解できず、検討されている項目削除が実行さ   

れれば、現状でも適正に判定されない認知症の認定が、さらに不利にならざるを   

得ないと考えます。  

5 以上のことから、「現在候補に挙がっている項目の内、何を残してほしいか」   

と問われれば、現状においては、「第7群問題行動についてj の項目はすべて残   

していただくことを要望します。そして、認知症と診断されかつ「自立度皿a」   

以上の場合は必ず要介護1以上の認定が行われるようにしていただきたい。   

そもそも、「第7群」は認知症の状態を把接するために大切な項目であり、こ   

の項目が存在することによって、調査員は認知症の症状の有無に注目し特記事項   

を記載することができ、審査会の場では一次判定の不備を補い認知症の状態把握   

と介護の困難さを判断することに役立っものだと考えます。  以上   



要介護認定調査第2次モデル事業の削除候補項目についての意見  

2008年8月8日  

市民福祉情報オフィス・ハスカップ 小竹雅子   

厚生労働省では要介護認定の2009年度改定に向けて要介護認定調査検討会を開き、現行の認  

定システムの改定を検討しています。   

介護保険法施行当初、要介護認定の一次判定項目が施設利用者を対象とする「高齢者介護実態調  

査」にもとつき設計されたことについては、在宅利用者のデータがないためとの説明を受けました。  

しかし、制度がスタートして8年を過ぎた現在、在宅サービス利用者が7割を占めるにも関†⊃らず、  

施設利用者の調査が基本とされていることに大きな疑問を抱いています。   

また、要介護認定調査検討会における専門的な議論のなかでは、「要介護認定等に影響すると考  

えられる」110項目を追加しながら、最終的には「回害結果に著しい偏りが出る」との理由で、  

現行82項目を65■項目に削減して「第2次モデル事業」を行うことが決定された経過（注1）に  

ついては、被保険者、利用者市民に理解することができるような説明はありません。そして、削除  

候補項目については介護保険の現場に関わる万たらから、23項目の削除により、これまで以上に  

認定が軽くなる可能性が高いこと、特に認知症関連の項目も多いため、認知症高齢者の認定が軽く  

なることが心配されています。加えて、削除された項目については認定調査員が特記事項に記入で  

きなくなる、あるいは認定後のケアマネジメントにも支障が出ることが指摘されています。   

しかし、2008年の通常国会では、「要介護状態区分が極端に重度又は軽度に判定されること  

はないものと考えており」との首相害弁（注2）があり、“極端”ではない認定ランクの変動があ  

ることが予測されます。   

市民福祉情報オフィス・ハスカップが6月2日に開催した国会集会では、厚生労働省老イ建局老人  

保健課から認定調査員と介護認定審査会の作業負担の軽減が主目的であるとのご説明をいただき  

ました。しかし、「‾利用者本位」を原則とする介護保険法に照らすならば、関係者の負担軽減より  

高齢者市民の利益が優先されるものと考えます。   

う回、市民福祉情報オフィス・ハスカップでは、特に在宅介護の現場に関わるみなさんから23  

削除候補項目についてご意見を集めました。それぞれの現場経験から意見が分かれる項目もありま  

すが、特に全員が必要としている項目にご注目いただき、削除候補項目の再検討にこ活用いただけ  

ることを原頁っています。  

注1 要介護認定調査検討会における一次判定項目の検討経過   

2007年2月  

現行82項目に110項目を追加し「高齢者介護実態調査」（対象は介護保険施設約60施設、入所者  

4500人程度）を実施（費用2億55万円 みずほ情幸闘志研株式会社に調査委託）   

2007年11月  

「高齢者介護実態調査」の結果をもとに、110項目のうら6項目を追加（104項目は削除）して、   



「第1次モデル事業」（対象129市区町村）を実施（費用1，848万5000円）   

2008年5月  

「第1次モデル事業」（262市町村、3万4，401件）の結栗をもとに、「第2次モデル事業」  

における23削除項目を決定（第2次モデル事業予算額6億5，286万9，000円）  

注2 要介護認定に関する質問主意書（三井耕雄・衆議院議員、2008年5月22日提出）   

に対する答弁書（内閣総理大臣・福田康夫、2008年5月30日送付）抜粋   

「23項目を削除した場合と残した場合とを比較すると、介護に要する時間の推測値に大きな違い   

はな＜、要介護状態区分が極端に重度又は軽度に判定されることはないものと考えており、第2次   

モデル事業の結実、御指摘のような場合が生じたとしても、それは要介護状態等の判定方法が不適   

切な結果であるとは考えられず、現段階で判定方法についての検討を行うことは考えていない。」  

Ⅰ 削除候補項目の要・不要とその理由  

1．拘縮（肘関節）   

［項目は必要である］  

・拘縮（肘関節）の有無により、起居動作など生活全般に影響がある。  

・食事が自立できるかどうかを測る項目であり、食事の確保は基本的な介護である。  

・食事摂取、着脱に大きく影響があり介護量がわかる項目である。  

・過去の改定により「片手胸元持ら上げ」が廃止され、上肢の可動域を表す調査項目は本項目  

と同拘縮調査項目の肩関節しか現存しない。推計ケア時間に対しての寄与率は低いかもしれ  

ないが、上下肢の可動域を視るということは調査対象者の全身状態を捕まえることにつなが  

り、ケアプラン作成上の情報としても重要なものである。  

・肘関節は食事や着替え・排泄の衣類の上げ下ろしの動作に関係しているため、食事・更衣・  

排泄介護の手間を判断するのに必要な情報である。身体機能としてできないのか、機能の低  

下はないが意欲低下などでできないかは、手間の問題とケアプランにとって必要な情報であ  

る。  

2j句縮（足関節）   

［項目は必要である］   

・立ら上がり、歩行などADL全般に係わる項目であり、拘縮（足関節）の有無によりケアプ  

ラン全般に影響する。  

・歩行、立位、座位の状況を反映する状態像であるため、能力として歩けても、歩いていなけ  

れば、拘縮は起こる。その状況を反映するために必要である。  
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・足底が床につ＜か否かは、安全に移動が出来るかどうかにつながる重要な項目である。   

・「拘縮（肘関節）」と同じく、過去の改定により「片手胸元持ち上げ」が廃止され、上肢の可  

動Ⅰ或を表す調査項目は本項目と同拘縮調査項月の肩関節しか現存しない。推計ケア時間に対   

しての寄与率は低いかもしれないが上下肢の可動土或を視るということは調査対象者の全身  

状態を捕まえることにつながり、ケアプラン作成上の情報としても重要なものであると考え  

る。   

・足の拘縮があるかどうかは、昆重をつけた立位がとれるかどうかに関係するため、歩行介  

助・排泄介助・移動・移乗の手間を判断するのに必要な情報である。  

3．じょくそう   

［項目は必要である］  

・じょくそうの有無は、ケア状態を反映する。心身の状況が急激に悪化してできているのかど  

うか、あるいは必要なケアが提供されていないかを反映する項目である。  

・要介護高齢者では、要介護度の軽度、重度にかかわらず、じょ＜そうはみられる。じょくそ  

うについての情報が得られないと対応できない。  

・介護放棄の発見につながる（寝かせきり、排泄ケアがされていない等）  

・じょくそうの処置をするかどうかだけでなく、栄養状態や一般状態に関係する項目なので、  

食事・飲み込み・排泄などの手間を判断するのに必要な情報である。じょくそうがある場合  

できるだけこまめな排泄交換を行うことや、排泄の自立を目指すため定期的なトイレ誘導な  

どが必要であり、介護の手間は増える可能性がある  

・現行選択肢の判断基準において「じょ＜そうの大きさ、程度については問わない」「実際に  

薬の塗布や包帯交換が行われなかった場合も含まれる」とされているため、じょくそうがあ  

ることについての介護の手間自体が実態と禿離して生じてしまうことが本質的な問題であ  

ると考える。項目を削除するよりも、じょくそうによる介護の手間をどのようにとらえるの  

かという判断基準を吟味することが必要と考える。  

4．皮膚疾患   

［二頃日は必要である］  

・「じょくそう」と同じであるが、利用者の心身の状態が急激に悪化している、または必要な  

ケアが提供されていないかを反映する項目である。  

・感染症か否か、医療へつなげていくための判断基準となる。本人の訴えがない場合は特に重  

要であり、在宅サービス利用時には欠かせない項目である。  

・「じょくそう」と同様、水虫や開放創などについての介護の手間についての判断基準の吟味   



の問題と考える。   

［項目は不要である］   

・皮膚疾患の有無は直接介護の手間とならない。かきむしることや薬を塗布する手間がある場  

合は、指示への反応などに記入していくことも考えられる。  

5．飲水   

［項目は必要である］  

・飲水は人間が生きてい＜のに必要なものであり、自分でできなければ介護項目に必須とされ  
るものである。   

・自発的に飲水が可能か否かIま、行動力、判断力の目安となる。在宅サービスのケアプラン、  

サービス利用量に関わってくる。独居などの場合は、ケア上の重要な留意事項である。  

・認知症の進行状況の判断の1つになる項目である。  

・水分補給の状況は食事摂取と同じように飲み込み機能にとって大切な項目であり、身体機能  

の低下の程度を判断するのに必要な項目となっている。ただし、判断基準を記載しているマ  

ニュアルが細かく記載が難しい。  

・生命維持のための水分補給についての能力を調査することが本来の目的であろうと考える。  

たまたま判断基準の中で手段的な説明を記載したことにより、より判断を難しくしてしまっ  

たものと理解している。在宅の介護状況や環境要因が多様なために判断が囲矧こなった。調  

査日的と判断基準を再吟味する事により客観性を高めることができると考えるので、削除す  

ることは無用である。  

6．作話   

［項目は必要である］  

・高次脳機能障害の症状のひとつであり、認知症状や精神症状の状況を反映できる項目である。  

・作話の有無は、介護者の負担感を図る目安である。削除されると、ケアプラン作成、サービ  

ス導入時に見落とす可能性があり、ケア時に混乱を引き起こす可能性が高い。  

・現実とは違う話をすることで本人や介護者などが混乱することがあるので、認知症のケアを  

する上では手間がかかる項目である。   

［項目は不要である］  

・何を作話として定義するかが曖昧である。こうしたことが在宅介護を困難にしてしまうこと  

はあり得るが、どれくらい客観的に困難なものなのか判定することは難しいことと考える。  

調査項目としての必要性は低いと考えるが、認知症の周辺症状をストーリーとして記載でき  

る特記事項がなくなってしまうことは、多様で把握しにくい認知症介護の囲難さを表現する  

＿・1   



うえで問題と考える。このため、調査項目としては削除してもかまわないが、他の7君羊削除  

項目共通の問題として、BPSDとそれに対しての介護の手間を記載しやすい形で工夫した  

書式を別に作るということを提案する。  

7．幻視幻聴   

［項目は必要である］  

・認知症の状態を知る項目として必要、この有無により介護のストレスが異なる。  

・医療につなぐ必要があるかどうかを問う項目であり、有無を踏まえたうえでの対応が必要に  

なる。  

・幻視幻聴については、外部からの観察により客観的にとらえることは可能である。推計ケア  

時間に対しての寄与率は低いかもしれないがBPSDを捕らえる事はケアプラン作成上の  

情報としても重要なものである。   

［項目は不要である］  

・「作話」と「幻視幻聴」は区別がつきつらいため、どちらかの項目で現実とは違う話をつ＜  

ったり、人がいないのにあたかも人がいるように話をしたりすることを記載していくように  

改善してはどうか。  

8．暴言暴行   

［項目は必要である］  

・認知症の状態を知る項目として必要であり、介護のストレスの度合いにも関連する。  

・在宅プラン作成に不可欠な必須項目である。また、その原因を探ることで家族関係、ネグレ  

クトなどが見つかるケースもある。出現頻度が高い症状ではないだけに、項目にチェックが  

ある場合は重要な情報となる。  

・認知症の周辺行動の最たるもので、重要な項目である。  

・インパクトの強い項月であり、実際の様子とそれが与える介護の手間や困難さとの関連が主  

観的になりやすい二項目であるとは思う。寄与率は低いかもしれないがBPSDを捕らえるこ  

とはケアプラン作成上の情報としても重要なものである。  

・周囲の人に対する行為なので、介護が適切に行えないことにもつながるため、「大声を出す」、  

「介護に抵抗する」という項目同様、日常介護の手間を判断するのに必要な項目となってい  

る。介護に抵抗するのは介護場面でのことになるので、関わりなく暴言を行ったり、原因が  

分からず突然暴力を振るう場合の記載となると考えられる。  

9．大声を出す   



［項目は必要である］  

・認知症の状態を知る項目として必要、大声を出すことにより介護するものが関わるのを控え  

たりし、必要なケアが提供できなくなる。  

・常時なのか、どのような場合に起きるのか、把握が必要な項目である。介護者の負担感が大  

きい症状である。   

［項目は不要である］  

・大声を出すことで周りに対してどれくらいの迷惑を与えることとなり、そのことにより介護   

の手間や困難さがどれくらい生じるのか、判断が難しい項目であるとは思う。項目としては   

削除してもよいと思うが、「作話」同様、BPSDを記載できる書式を1夫L／て代替えとす  

る。  

イ暴言暴行」に含めても問題はないと考える。  

10．薄ら着きなし   

［項目は必要である］   

・四六時中見守りが必要になり、24時間介護の必要性を表している項目である。   

・「落ら着きなし」、「外出して戻れない」、「一人で出たがる」はひとつの項目でもよいが、鍵  

がかかっている施設と違い、在宅ではとても負担になる。   

［項目は不要である］  

イ大声を出す」と同様。落ち着きがないことの客観的程度が推し量りにくいことと、そのこ  

とでどれくらいの困難が生じるかは判断が難しいので削除してもかまわないと考える。  

イ落ら着きなし」の項目と「俳個する」という項目は記載を分けることが難しい。目的があ  

る場合は「俳個する」であり、目的がない場合は「薄ら着きなし」となっているが、目的自  

体が介護者に理解できない場合もあるので、この項目は「俳個する」に含めても問題はない。  

11．外出して戻れない   

［項月は必要である］   

・初期の認知症の万に出現することが多いため、認知症の発現を早期にみつけることができる  

項目である。   

・最悪の場合、生死にかかわる重大な項呂である。削除の理由がわからない。   

・「落ら着きなし」、「外出して戻れない」、「一人で出たがる」はひとつの項目でもよいが、出  

てしまった場合、大きな事故につながる。   

・具体的には俳個に関する状況を調査する項目と考える。寄与率は低いかもしれないが、リス  
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クの高い行動であり、こうしたBPSDを捕らえることは、ケアプラン作成上の留意点とし  

て重要なものである。   

［項日は不要である］  

・介護の手間を考えた時、自宅にいる場合と自宅でない場合では、この項目は評価が違ってく   

る。介護保険サービスを利用することを考えると、この項日で自立になることにより手間が   

減っているとは言い難いため、削除する必要があると考えられる。  

12．一人で出たがる   

［項目は必要である］   

・「外出して戻れない」と同様、「一人で出たがる」ことを防止するため、家族が二重三重に施  

錠するなどはよく見られる。虐待を引き起こす可能性が大きい行動障碍を問う項目でもある。   

・介護者の目を盗んで出てしまう事例などはかなりの手間となっているので、この項目と「排  

個する」という項目で多動かどうかの判断をしている。俳個と違い、納得しないと興奮し  

て暴力がつながる場合もあるので、認知症への対応としては必要な項目と考える。   

［項目は不要である］   

・「大声」や「落ら着きなし」と同様、BPSDの記載場面で代替することが可能と考える0  

1′コIlてフ竜巨癌 lヽ－ノ．イノしフK叩十   

［項目は必要である］   

・整理ができないの力＼ものに固執して捨てられないのか、など精神症状や認知症の状況を勘  

案できる項目である。   

・伺をどれくらい集めてしまうのかということは具体的な事項であり、客観データとして調査  

可能であると思う。寄与率は低いかもしれないがBPSDを捕らえることは、ケアプラン作  

成上の情報としても重要なものであると考える。   

・在宅において、収集癖は介護の手間としてはかなりの負担となっている。対応ができる施設  

ケアなどでは特に問題とはならないが、介護保険は在宅ケアが前提であり、介護の手間を判  

断するのに欠かせない項目である。  

14．火の不始末   

［項日は必要である］   

・呂が離せない状況となり、介護の量が増加する時の状況である。   

・「外出して戻れない」と同様、重大な事態を引き起こすことがある。施設であれば、たいて  

いの場合、火に近つく機会はないが、在宅では特に重要な項目である。   



・独居で在宅が続けられるかどうかの目安となる項目である。  

・「外出して戻れない」同様。寄与率は低いかもしれないがリスクの高い行動であり、こうし   

たBPSDを捕らえることは、ケアプラン作成上の留意点とL／て重要なものであると考える。   

［項目は不要である］  

・生活行為の調理ができず、火の管理ができないことや、仏壇にともしたろうそくの火の管理   

ができないことなどを記載する項目であるが、火事になることは避けなければならないこと   

なので、介護者も過敏になって対応しているので、生活行為全般の介護の手間を表現する項  

目を作り、そこに集約する万がよいと考えられる。  

15．物や衣類を壊す   

［項目は必要である］   

・具体的な状況を調査することは可能な項目である。生活を支える上で、こうした行動は困難  

の要件である。寄与率は低いかもしれないがBPSDを捕らえることは、ケアプラン作成上  

の情報としても重要なものである。   

［項目は不要である］   

・生活行為の一部を取りあげて判断するより、介護の手間になることを表現できる項目をつく  

り集約する方がよいと考える。  

16．不潔行為   

［項目は必要である］  

イ不潔行為」は介護者が目が話せない状況を生みだし、生活の維持ができなくなり、ストレ  

スが増大する。また、利用者本人の行為により、精神的な不安定さを確認できる項目である。   

・具体的な状況を調査することは可能な項目である。生活を支える上で、こうした行動は困難  

となる要件である。寄与率は低いかもしれないが、BPSDを捕らえることはケアプラン作  

成上の情報としても重要なものである。   

［項目は不要である］  

・生活行為の一部を取りあげて判断するより、介護の手間になることを表現できる項目をつ＜  

り集約する万がよいと考える。  

17．異食行動   

［項目は必要である］   

・実際に、看けんを食べ窒息した事例がある。24時間目が離せない状況となるため、介護負  

担の増大を測ることができる項目である。  
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・把握が必要な、重大な項目である。   

・認知症の進行状況が分る項目である。   

・健康を維持する上で、リスクの高い行動である。「外出して戻れない」同様。寄与率は低い   

かもしれないが、BPSDを捕らえることはケアプラン作成上の留意点として重要なもので  

ある。   

［項目は不要である］   

・生活行為の一部を取りあげて判断するより、介護の手間になることを表現できる項目をつく  

り集約する汚がよい。  

18．環境等の変化   

［項目は必要である］  

・現在の状態が一過性のものなのか、継続的なものなのかを判断するのに必要である。  

・環境の変化に弱いのは高齢者の特性とも言えるが、直近に大きな環境変化があったか、ある  

いは、過去それが原因で状態が悪化したかは把握する必要がある。  

・介護を必要とする状況になった経過などを記載する項目である。「環境等の変化」の有無は、  

半年間の条件がつくが、急に介護が必要になったのか、徐々に必要になったのか、特に認知  

機能の低下に関しては周囲に人がなかなかそのことを認識しない場合や認められない現状  

があるため、この項白の記載をすることで認定調査員が実態把握をすることができる。認定  

審査会では本人に面談するわけではないので、項目には入っていない状況をできるだけ聞き  

取り、介護の手間を明らかにするために必要な項目である。   

［項目は不要である］  

・「新しい環境等で情緒不安定になる」という項目内容自体が客観性に欠ける文章である。寄  

与率も低いので効率化の観点から削除してもよいと考える。  

19，電話の利用   

［項目は必要である］  

・施設においては問題にならない項目だが、在宅の場合はチェックが必要である。認知症のタ  

イプ、進行によっても電話の対応は異なり、症状進行を把握する目安になる。   

［項目は不要である］  

・環凰こ左右されやすい項目であり、寄与率も低いので、効率化の観点から削除してもよいと  

考える。  

・生活の自己管理ができるかどうかの判断をする項目であるので、金銭管理と一緒にしてはど  

うかと考えられる。  
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20．指示への反応   

［項目は必要である〕  

・介護者のストレスが測れる項目である。  

・言葉での指示が可能か、身振りなどで通じるかなど、ケア上の留意点になる項目である。介  

護者の負担感を測る上でも必要な項目である。   

［項目は不要である］  

・どのような場面で、どんな指示なのか、客観性に欠ける項目である。寄与率も低いので、効  

率化の観点から削除してもよいと考える。   

・その場での指示が理解できるかで判断する項目になっている。しかし、実際には、「ご飯で  

す」ということが理解できれば指示への反応は自立かといえば、生活の自己管理ができなけ  

れば自立ではないと考えられる。この項目は認定調査員の裁量が大きいため、認定審査員が  

判断しっらい項目である。ただし、生活の自己管理ができるか、抽象的なことが判断できる  

かなど、社会生活を送る時に必要な判断能力の程度を記載する項目は必要であり、指示への  

反応と意志の伝達はマニュアルの見直しをするか、別に項目を作る必要があると考える。  

21．感情が不安定   

［項目は必要である］  

・介護するものも不安定さに左石され、介護ストレスが大きくなる項目である  

・認知症による感情失禁なのか、環境の変化なのか、など「不安定」の原因を探っていくため  

に必要な項目である。  

・認知症だけでなく、精神疾患の万の手間を検討する場合、この項目の記載により手間の程度  

を判断しているため必要と考える。また、認知症ではないが依存傾向が強い人などの介護の  

手間を判断する材料ともなっている。   

［項目は不要である］  

・不安定さを何で推し量るかは客観性に欠ける項目である。寄与率も懐いので効率化の観点か  

ら削除してもよいと考える。  

22．同じ話をする   

［項目は必要である］  

・1日中同じ話につきあうことにより、介護ストレスが大きくなる項目である。  

・情報として得てお＜ことで、対策が講じられる項目である。  
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［項目は不要である］   

・「大声を出す」と同様、周りに対してどれくらいの迷惑を与えることになり、そのことによ  

り介護の手間や囲難さがどれくらい生じるのか判断が難しい項目である。項目としては削除  

L／てもよいと思うが、「作話」同様、BPSDを記載できる書式を工夫L／て代替えとする。   

・あえてこの項目に記載することはない。  

23．日中の生活   

［項目は必要である］  

・在宅の独居、日中独居などについては特に必要な項目である。  

・認定申請する人で、「よく動いている」人などいません   

［項目は不要である］  

・客観性に欠ける項目であり、寄与率も低いので効率化の観点から削除してもよいと考える。   

・生活が活発かどうかの判断をする項目であるが、基準があいまいであるため調査員が判断し  

つらい。調査対象者や介護壱も害えづらい項目であるといえる。ブ†護の手間につながらない  

と判断できる。  

Ⅱ その他の検討項目についての意見  

1．「要介護1相当の振り分けの方針」について  

○主治医においては、認知機能を把握できていないこともある。調査員の評価かどちらかの状況  

において把握できれば良いのではないか。状態の不安定さは、医師の意見書の状態のところか、  

最後の意見を記入するところにその状況があれば、把握できる。医師は医療モデルで疾病の安  

定を評価してしまいやすいので、記入の説明が必要である。例としては、薬を飲めば安定して  

いる利用者が、．薬が飲めているか、医師が解っているか、など。  

○検討会の方針でよいと思いますが、主治医、調査員とも認知症自立度の研修が必要と考える。  

調査票、意見書の中であまりにも見当違いのものが多くみられる。  

○認知症の疾病があっても介護の項目にチェックがなければ介護給付とならない。認知症がある  

ということは．、今後認知症の症状が進行することで介護が必要になると考えられても現在の状  

況で判断されている。予防といっても「認知症の進行を防いでいく」とことは簡単なことでな  

く予防給付の単位で評価されてよいか疑問である。  

一次判定で要介護1相当になっているケースで、歩行ができない場合、認知症状があるか状態  
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が不安定でなければ予防となる。歩行ができないということは、住王買境などにより自分の衣食  

住の管理さえままならない状況になっているということである。予防はある程度自分で生活が  

できる人が前提であることを考えると、介護が必要な人が予防でよいか疑問である。  

認定だけを考えると身体状況や認知症の症状により介護の手間を大枠でくくり、介護の手間の  

程度により介護度を決めていくことは妥当であると考えられるが、給付に結びつけると現在の  

状況を維持していくというために必要なサービス量が保証される区分支給限度額が必要であ  

り、介護度を決めるのに苦慮している。  

2．「運動機能の低下していない認知症高齢者の指標の改定案」について  

○運動機能が低下していない認知症については、現状でも低く判定されることが多い。周辺自治  

体に比べ、要介護度が高く出るといわれる自治体でも、俳個のある認知症高齢者で要介護2の  

ケースは多い。そのため必要なサービスが利用できない。積み増しにせよ、自動的に重度化す  

るにせよ、配慮が必要と考える。  

○認定における認知症の評価が不完全であるがために現行のやり方でも今回検討されている時  

間を足し上げる形でもいずれも同様であるが論理的にはかなり無理な方法にて結果を修正す  

る形となっている。いずれにしろこのような対応を取ることについてのエビデンスは弱いとい  

わざるを得ない。これを何とかしていかないと今後の認知症対策上問題が生じると思う。何と  

してでも確実な認知症の診断とそれによるBPSDなどによる生活圏難の度合い、介護の手間  

をキチンと評価出来るようにならねばならない。これについては現行及び今後の方法はあ＜ま  

でも暫定的なものとして捉え、認定審査会にて実際の生活状況に合わせた形での介護の手間な  

どを勘案できるようにする必要があると考える。方法としては現行7群の項目のところにも記  

載したがBPSDを記載できる書式を1夫してそれをもって修正可能としていくといった対応  

がしかるべきと考える。  

O「認知症の問題行動があるので、自動的に重度化する」ということになると現在の審査会の判  

定指針の変更が必要となる。つまり、現在の認定審査会では認知症状により必要な状態区分が  

変わってくることを前提に2次判定を行っている。病状だけで介護度を全てあげるということ  

は、介護の手間を検討して要介護状態区分を決めていくという介護保険制度の前提を崩すこと  

になると考えられる。確かに認定調査の特記事項の記載が問題行動の内容を甘愛昧に記載されて  

いる場合もあるが、私の関わっている市では、介護度に反映されないことが多い。審査される  

のは介護の手間がどの程度必要かということであり、問題行動があっても生活が成り立ってい  

れば介護度に影響しない場合も多いのが現状となっている。  

3．「特別な医療にか、かる時間の修正」について  

○在宅での管理の状態に基づいたタイムスタディができるのか、疑問がある。調査実施をするの  

であれば、現場の看護職、介護職などを含めた設計をしていただきたい。  
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○特別な医療に関しては、等後のタイムスタディによるデータ修正と問いているが、現行の基準   

にて   

・経菅栄貢が最も時間が長く評価されていること   

・点滴・l＼／H・透析が共に8．5分ということ   

については違和感を覚える。   

現場の感覚としては、透析がもっともこれらの中では手間を要するものとして考える。理由は   

透析の装置が必要となり、それが設置されている病院などに出向いて処置を受けるものであり、   

他の処置については在宅などでも可能な事柄である。これに対して経菅栄養は経鼻であれPE   

Gであれ、製品として用意された栄責剤などを滴下する行為であり、それ程の手間は要さない   

といった印象が強い。どのような調査を根拠にして修正するか不明だが、実態として透析患者   

は運動機能や認知機能に対しての障害はない者が多く、生活の中での留意点や制約が多いのに   

もかかわらず、その手問などが要介護認定に反映されないので、これに対しての何らかの対応   

は必要なものと思う。   

○治療時間等で検討が必要なのは透析にかかわる介護の時間が短い。身体状況が透析後悪くなっ   

ても介護の手間がそれほど増えないと考えられると要介護状態区分が低くなることもある。  

Ⅲ 今後の要介護認定のあり方についての意見  

高砂裕子［（社）両区医師協会居宅ブ†護支援センター］  

○利用者や家族の要介護認定に対する信頼が薄らている。事実を表せる、介護の手間を図れるも   

のにすることが重要と考える。また、認定調査に、利用者や家族が不安なため、ケアマネジャ   

ーが毎回、同席せざるをえない。   

1．認定審査会には、現任の介護支援専門員がチームとして入るなど、審査会の在り方の検討  

も必要と考える。また、認定調査員の研修にも現任の介護支援専門員がチームとして入る  

など、調査の在り方の検討をしていただきたい。  

2．介護予防の対象者は、短期間で状態が変化することは、困難であり、今までの要介護認定  

結果を分析し、半年の更新の妥当性を検討していただきたい。  

小島美里［NPO法人暮らしネット・えん］  

○複数のケアマネジャー、特別養護老人ホーム勤務経験者などの意見をまとめたが、在宅利用者   

の認定調査項目としては全項目削除すべきではない、との結論になった。全体にかかわる理由   

として次のような意見がでた。  
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1．要介護認定調査は単に要介護認定のためだけでなく、認定後、ケアマネジャーが開示請求  

し、アセスメント・ケアプランの参考資料としている。項目削除は、情報量の減少につな  

がる。   

2．二次判定で一人当たりの認定に要する時間は数分、という現状の中、特記事項などで一次   

判定結果より重いことが推測されるケースであっても、一次判定よりも重度に判定される  

ことは少ない。認定調査項目の削除が要介護度を引き下げる要因になるのは明らかである。   

3．1～4のような医療関連の項目は、医師の意見書がしっかりしたものであれば削除しても  

よいが、現状は医師により差が大きく、情報を得ることが期待できない。   

4．ケアのあり方を身体介護モデルから認知症モデルヘと謳われながらも、認知症の専門医が  

いる地域は少ない。医師の意見書で認知症なしとなっていたケースで、専門医の診断を受   

けて進行した認知症と判定されるような現状の中、チェック機能を果たせるあは、認定調  

査である。認知症の状態が軽く見られがちとして、項目が追加された経過があるなか、認  

知症関連項目の削除を検討するのは、要介護認定の後退である。   

5．与回の削除候補項目には、在宅高齢者の実情が反映されていない。特に、「外出して戻れ  

ない」、「一人で出たがる」、「火の不始末」、「電話の利用」などは絶対に外すことはできな  

い。号後、在宅調査と施設調査で項目を分けるなど、一層の検討を加えるべきである。   

6．初回の認定調査時には、直近の状況だけでなく、これまでの経過を加えるべきである。重  

度化してからの申請の場合、これまでの状態像が把握できない。   

7．出現頻度が少ない認定項目こそ、出現した場合の把握が必要である。初回認定では他に情  

報を得られない可能性が高い現状を暗まえると、削除することが妥当とは考えられない。  

松田昇［神奈川県介護支援専門員協芸、社会福祉法人再生会よつば苑］  

○過去より本検討会の様子を見てみると、統計的手法により進められる認定の見直しと、認定当   

事者である高齢者自身やその周辺にいる私たち福祉専門職の捉まえる認定には而離が生じて   

いるという事が大きな問題であると考えます。   

統計的処理の中では効力の小さい7群の問題行動関連の項目や裾癌についてですが、一般的   

な観点から見てみれば高齢者の生活に大きく関わる項目であることは間違いありません。生活   

の実態と認定のプロセスは途方もなく離れてしまっていて違和感を感じざるを得ません。   

7群については確かに客観性を担保することは難しい項目でありますが、認知症やそれに付随   

する周辺症状を要介護度認定の中にどの様に関連づけていくかは、今後研究を進めていかねば   

ならない課題であることは間違いありません。この事を認定プロセスの効率化や時間的制約の   

問題などから棚上げにして、効力が低いから削除してしまえという事はかなり乱暴なことであ   

り、当事者である被保険者への説明や同意を軽んじているといえます。   

現在の進み方は、正に当事者不在となっており、目の前の課題である効率化＋αの事しか眼目   

になくなってしまっている結果を表わしていると感じます。  
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【与後の検討会にもとめられるもの】   

卓〕当事者が納得しやすい仕組みをどうやって作り出すかを第一にするということ。認定につ   

いて統計的手法によらざるを得ないということは理解できますが、現在の進め方では到底納   

得することはできないと思います。要介護高齢者の生活の実態に沿う、その困難さを拾い笑   

めることができる項目で統計的処理にあるものを見つける必要があると思います。ロジック   

は柔軟性に富むということを聞いております。   

②適正化事業により保険者の独自性が失われてしまっていると思います。全国一律の手法が   

求められるという事ですが保険料率やサービス内容についてある程度の独自性は求められ   

ている事であります。認定変更率などを単純に比較して多い少ないを議論すべきではないと   

思います。   

③二次判定機関である認定審査会はもともと「機械が打ら出した一次判定に対して人間の視   

点を反映させる」という目的があるはずです。保険者についての独自性と同様に審査会につ   

いての独自性がもっと認められても良いものと思います。   

④これらのことによりもしも給付が更に拡大し財源に影響がでるとするならば、介護や認定   

の問題だけでなく社会保障全体についての費用をどの様にま力＼なっていくのか、広く国民の   

判断を仰ぐべき問題と思います。  

吉川和徳［ふつうのくらし研究所所長］  

○事務の効率化、二次判定の平準化につながるのであれば調査項目の削減、要介護1相当の一次   

判定での振り分けは必要なものであると思います。ただし、以下の点について配慮をいただけ   

ればと思います。   

1．二次判定では調査員の特記事項を重要視しています。項目削除に伴い，特記事項が減るこ  

とが二次判定に影響を与えることが懸念されます。たとえば一次判定には影響しないが、特  

記事項のみこれまでの項目を記載できるようにするなど、一定の配慮をする必要があるかと  

思います。  

2．要介護1相当の一次判定での振り分けは、二次判定でのバラつきをなくすという意味では  

評価できるものですが、一律、機械的に実施する方法によっては、要支援と要介護を行き来  

して、その都度ケアマネジャーの変更を余儀なくされるなど、利用者にとっての影響も懸念  

されます。一次判定結果を二次判定で再検証できるような仕組みをご検討いただければと思  

います。  

木崎志づ香、安岡厚子［NPO法人サポートハウス年輪］  

O「問題行動」ではなく、「行動障害」という表現がよいと考える。在宅と施設では介護にかか   

る手間が大きく違うので、在宅モデルを反映させるべきと思う。特に認知症の場合、環境が大   

きく左石することを考慮できるようにすべきである。独居、高齢（85読または90歳以上）  
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の場合、基準時間をつみ足す方式を取り入れることを検討してほしい。  

松田晴悪 社会福祉法人敬寿会横浜敬寿園  

○調査の整合性について   

①18年度改定で「調査を市町村の職員が行うことで、調査の整合性を保てる」というコメン   

トを国が出しているが、調査の整合性が初対面の人の1時間ほどの調査で保てるかは疑問で  

ある。  

当市の場合、介護保険制度が始まる前年度に調査をどうするか、介護保険準備室と職員とモ  

デル事業を行ったスタッフで検討し、日常の状況をわかっているケアマネジャーが調査を行  

う方が介護の手間についての適正な情報が記載されるということで、ケアマネジャーが調査  

をすることとなった。ただし、調査をケアマネジャーに丸投げするのではな＜、必ず保険者  

が全ての調査の記載内容がマニュアルに当てはまっているか確認することを前提としてい  

る。そのため、他市に比べて調査の問い合わせが細かくなっている。認定審査会では、その  

間き取りも含め、状態について保険者から情報提供されたものを元に判定している。認定調  

査員により記載内容に差があることは全くないとはいえないが、一次判定のロジックが認知  

症の万の時間が短くなっている以上、認定調査員の記載内容の精度を上げる必要がある。そ  

のため、ケアマネジャーでは調査内容が中立にならないという理由で、行政が調査を行うこ  

とが適切な調査となるか疑問である。  

②1群から4群は本人の身体現状を記載し、5群以降は介護の手間が記載されることとなる。  

介護保険制度で維持していかなければならない人たちである独居・高齢者世帯は、介護され  

ていないことも多く、手間がかけられないため、同居家族がいる人に比べて要介護状態区分  

が低くなる印象がある。排泄・毒彗えなどができていなくても、手間をかける人がいなけれ  

ば自立となっている。同居家族がいる場合と独居・高齢者世帯とでは、利用する介護保険サ  

ービス内容にも違いが出てくる。できるだけ多＜の高齢者が在宅生活を維持していくために  

は、基本的な衣食住が維持できる要介護状態区分が必要ないか判定に疑問を持つことがある。  

③認知症の7群の項目については、当初から言われていたように問題行動が多いほうがより介  

護の手間がかかっていると判断される。しかし、在宅・施設ケアは、いかに問題行動を少な  

くし安心して生活してもらえるように対処するのかがケアプランの重要課題となっている。  

そのため、本人の生活時間や訴えに合わせて介護スタッフが援助をしている。7群のチェッ  

クが少なくなった時、意欲低下や身体機能の低下によりチェックが減った場合と、ケアによ  

り安心して行動が減った場合があり、「行動が減った」＝介護の手間が減ったわけではない。  

認定調査の項目変更を行うとしても、ケアプランができていて自立支援につながる介護をし  

ている汚が手間がかからなくなっているという判断はされないようにしていかなければ働  

く職員は労働意欲を低下させる結果となると考えられる。  

④認定単独であれば状態区分を仕分けすることは可能である。しかし、それに限度額という利  

用できるサービスの費用がついてくるため、②で述べたように生活状況により必要なサービ  

スの量は違ってくる。例えば買い物をする頻度が減って因っているために申請をした結果、  
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現在、買い物は不十分ながらできていると判断されると介護の手間はかからないとなる。ブ†  

護保険という保険料を支払っている人が国の基準に満たなければ自分の生活に必要なサー  

ビスを自己決定できるといわれながら自己決定できない現実がある。  
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参考4≡  

認知症ケアマネジメントに関する調査集計結果と分析  平成20年7月26「］  

立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科 服部万里子   

厚生労働省の認定訪問訪問調査における、23項目削除をポイントに介護支援専門員や  

介護職を対象にアンケート調査を行った。集計の概要と、項目削除に関する結果分析と意  

見を申しあげる。  

結論   

短期間に実務を実施している介護支援専門員496人、その他介護職を中心に82こ〕人  

からのアンケートが寄せられ、この課題に関する関心の高さがイ司われた。特に認知症ケア  

が今後の国のケアの中核にすえられようとしている時期に、認知症の介護負担が反映しに  

くい方向への転換に関して、逆行であるとの意見が寄せられている。  

1． 回答者の半数以上が「外してはいけない」と回答している9項目は残す検討が必  

要である。   

項目削除に関しては『絶対外してはいけない項目と理由』を聞いている。回答者637  

人の回答は下グラフである。50％以上が回答している項目は残す検討が必要である。  

N＝6 3 7  

50％以上が外してはいけないと回答した9項目  

7 暴言暴行、11外出して戻れない、14 火の不始末、7 幻視幻聴、  

121人で出たがる、16 不潔行為、21感情不安定、17 異食行為、3 裾癒  

理由は別紙参照ください。  

2． 生命維持に関する項目は残す検討が必要である   

数学的に有無の差が少ないことが理由に挙げられているが、5の飲水、3の裾瘡、14   

の火の不始末は数学的に認定者の中に3～4％であっても、その有無は生命維持に関係   



する内容であり、介護負担や介護量に影響を与えるため、残す検討が必要である。  

3．今回除外の理由として「調杢員の調査のしにくさ」があげられているが、回答理由   

に係わらずできるか否かが介護に影響を与えるのであり、理由が異なることは介護   

量の判定では問題にならない。皮膚疾患などはマニュアルの見直しで対応可能であ  

る。  

4． 二次判定の変更率も含めた調査であるべき。   

認定調査は訪問調査と医師の意見書により、コンビュタ一による一時判定と特記事項・  

医師の意見書による二次判定の二段階で判定が行われている。特に二次判定では約2  

0％が変更になっている。この二次判定の理由には今回削除された項目の影響が大きく  

関係している。問題行動の内容や時間帯、回数が二次判定の理由に多く使われている。  

二次判定での削除項目の活用状況の分析を抜きに、項目削除を行うのは早計である。   



調査結果の報告  

1．調査方法   

平成20年6月6日から服部万里子が、別紙調査表を緊急調査として作成した配布は介  

護支援専門員研修時に配布回収、また、渋谷地域の介護保険勉強会や介護支援専門員協会  

を通じて配布、FAXで回収した。  

配布枚数 1000枚 回収数 総数 823枚、  

内、介護支援専門員の回収数 496枚  

2．   回答者の属性  

．回答者の属性  

（1）性別   

男性   121人   

女性  689人  

（2）主な所属先  

主な所属先 N＝810  
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（3）主な所属先の仕事にかかわる資格  

介護支援専門員   539人   看護師   154人   介護福祉士意 145人   

管理者   54人   ヘルパー   57人   社会福祉士  57人   

事務職貞   6人   その他   46人  
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3．調査結果  

1．担当の中に認知症のあるケアプラン（又はケア）はどれくらいありましたか？  

担当事例の認知症のケアプラン、ケアは N＝7由  

30％以上   

42％  

20～30％未満  
24％  

」＿、＿【  

2．認知症のあるケアプラン（またはケア）がある回答した方へお聞きします。  

N＝7 5 5  

困難事例は無い   9 9   

困難事例はある   5 0 7   

対応できない困難事例がある（あった）   14 2   

3．認知症のケアプラン〔またはケア〕が困難な理由3つ○を付けてください。  

N＝7 44  

認知症でケアプラン（ケア）困難な理由  
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4．認定項目で、絶対外してはいけない項目とその理由を書いてFさい  

N＝637  

1．拘  11．  
14．  

縮   4，皮  5，飲  7．幻  8．暴  9．大   外出   

3．祷  10．落ち  火の  

（肘  （足  膚疾  視幻  言暴  声を  して  で出  収集  
創  水   着きなし  不始  

開  聴  行  出す  戻れ  

ない   
末  

節）   

人数  278  294  323  170  247  291  392  452  297  278  437  361  244  415   

15．  
18．  19．  20．  21．  22．  23．  

物や  
環境  電話  指示  感情  同じ  日中  

衣類  
等の  の利  への  は不  話を  の生  

を壊  
変化  用  反応  安定  する  活   

す   

259  361  332  214  167  316  355  253  229   

N＝637  

回答者に対する％  

蘭対外してはいけない項自への蜃苓   

1．拘縮（肘関節）   43．6  

セ．拘縮（足関節）   46．2   

3．裾瘡   50．7   

4．皮膚疾患   26．フ   

風紋水   ●38．8   

6．作話   45．7   

7．幻視幻聴   61．5   

㊨暴言暴行   71   
9．大声を出す   46．6   

lo．落ち着きなし   43．6   

11．外出して戻れない   68，6   
12．1人で出たがる   56．7   

13．収集癖   38．3   

14．火の不始末   65．2   

15．物や衣類を壊す   40．7   

16．不潔行為   56．7   

17．異食行為   52．1   

18．環境等の変化   、33．6   

19．電話の利用   26．2   

セ0．指示への反応  朝．6   

21．感情が不安定   55．7   

22．同じ話をする   39．7   
23．日中の生活   36  

外していけない理由は別紙参照〔抜粋  

5枚〕   



や すい項目の一つ  知 症の利用者の状況を理解し   認  

ADLと医療的ニーズが強い  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
歩行の不安定・立位保持への支援必要  

日常生活に支障が出る  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

家族の負担増  
リハビリの目安になる  

2拘縮 足関節  
な いが重要である  係 は生命には支障が   移動関  

ADLと医療的ニーズが強い  

人格障害t身休疾患の影響を知るうえで重要  

日常生活に支障が出る  

家族の負担増  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

の目安になる  リハビリ  

3福そう  

し ＼ます  で じゆくそうができた人が   過 ごし方  要 支援2のケースでも日中の  今、  

他人の処置が必要  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

生命に関わること  

ありえない  

栄養の状況がわかる  

家族の負担増  
ADLと医学崇日勺ニース刀ヽ5重い  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

全身状態を安定する事により重要項目、看護ケアが重症状を予防する視点で必要  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

日常生活に支障が出る  

ケア時に確認行い．、家族に報告する  
くらいなのかがわかる  身体がどの  利用者の  

4皮膚疾患  
つ  かゆみで何らかの薬を  か さつき   皮膚疾患の項目では  

生命に関わること  

家族の負担増  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

＼、家族に報告する  ケア時に確認行し  

5飲水  
る ならば脳梗塞のリスクに  し 、が飲料水量を評価す   問 うならば評価の必要はな  ADLを  

関わる項目なので重要な項目  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

自力で飲水できるか否かにより 介護量に差が生じる  

生命に関わる  

全身状態を安定する事により重要項目、看護ケアが重症状を予防する視点で必要  
介護者にとって負担増  

23   し なし＼方がいる  自分から飲水  



6作話  

家族の負担増  
アセスメントに欠かせない  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
ケアプラン作成にとって必要な内容  
家族・ヘルパーを惑わせる  

生命の危険  

7幻視 幻聴  
夕方から夜間にかけて発生する事が多い 常時見守りが必要  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

生命に関わること  

アセスメントに欠かせない  

家族の負担が多い  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
問題行動の内容や介護負担を把握する為  
ケアプラン作成にとって必要な内容  
家族が認知症について理解があるのか疑問  

8暴言暴行  

介護者に対して多くあるが、外れると介護負担がわかりにくくなる  
ケアプラン作成にとって必要な内容  
アセスメントに欠かせない  

家族の負担が多い  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
家族情報を取り入れた方が生活継続上の障害がわかりやすい  
問題行動を把握する為  
家族が認知症について琴解があるのか疑問  
生命に関わること  

家族・ヘルパーを惑わせる  

9大声を出す  
負担がとても大きい  

アセスメントに欠かせない  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
家族の負担が多い  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

10落ち着きなし  

負担がとても大きい  

アセスメントに欠かせない  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
常時見守りが必要  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

11外出して戻れない  

外出願望が強い場合は静止が効かないので見守り  
介護者にとって負担増  

排掴がある方など程度がわかりにくくなり、策定に反映されなくなる  
アセスメントに欠かせない  

認知症を見極める要点  
人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
問題行動を把握する為  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

家族が認知症について理解があるのか疑問  

生命に関わること  

帰れないことがあるので  

44   



12一人で出たがる  

一人で出たがる  

介護者にとって負担増  

アセスメントに欠かせない  

目が離せない介護者にとって負担が大きいい  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

問題行動を把握する為  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

家族が認知症について理解があるのか疑問  

関わること  生命に  

13収集癖  
アセスメントに欠かせない  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

介護者にとって負担増  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

介護者にとって負担増  

い とおもった  ヽのできかないと宜しくな   は分かりにくし  表面だけで  

14火の不始末  
て 負担が大きいい  目が離せない 介護者にとっ   

指示への反応  

在宅生活が不可能  
生命に関わること  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

頻度が多くなると危  2  

アセスメントに欠かせない  

目が離せない 介護者にとって負担が大きいい  
人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

介護者にとって負担増  

問題行動を把握する為  
家族が認知症について理解があるのか疑問  

生命に関わること  

声かけてあげないと忘れてしまう  
って負担増  介護者にと  

や衣類を壊す  
アセスメントに欠かせない  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
介護者にとって負担増  
問題行動を把握する為  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

こついて理解があるの  か疑問   家族が認知症l  

16不潔行為  
て負担が大きいい  目が離せない 介護者にとっ   

アセスメントに欠かせない  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

家族情報を取り入れた方が生活継続上の障害がわかりやすい  

介護者にとって負担増  

問題行動を把握する為  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

家族が認知症について理解があるのか疑問  

介助をしないと本人はわからないし、一人ではできない  

34   

気のない状態を把握  



17異食行動  
食べられないものを食べてしまうので目が離せない  

目が離せない 介護者にとって負担が大きいい  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  

家族情報を取り入れた方が生活継続上の障害がわかりやすい  
介護者にとって負担増  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

家族が認知症について理解があるのか疑問  

87  

18環境等の変化  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
認知症・精神病の人は変化を嫌う  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

介護者にとって負担増  

19電話の利用  

家族等の方を話し 泣く方がいる  

理解力  

アセスメントに欠かせない  

とじこもり■認知症予備の方面でとても大切  

人格障害・身体疾患の影響を知るうえで重要  
介護者にとって負担増  
ケアプラン作成にとって必要な内容  
安否の確認のできるか否かが介護負担を左右する  

20指示反応  
アセスメントに欠かせない  

目が離せない 介護者にとって負担が大きいい  
理解をさせ安定するのには時間が必要  

問題行動を把握する為  
ケアプラン作成にとって必要な内容  

家族からの指示などで利用者に指導したりすることが必要  
介護者にとって負担増  

21感情が不安定  
アセスメントに欠かせない  

ケアプラン作成にとって必要な内容  
目が離せない 介護者にとって負担が大きいい  

理解をさせ安定するのには時間が必要  
介護者にとって負担増  

問題行動を把握する為  
家族が認知症について理解があるのか疑問  

22同じ話をする  

・アセスメントに欠かせない  

・ケアプラン作成にとって必要な内容  

・調査表での認知面が反映されない  

・ストレスがかかる  

・認知症のサインとしてみのがせない  

介護者にとって負担増  

4  
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23日中の生活  

アセスメントに欠かせない  

ケアプラン作成にとって必要な内容  

生活を失ったら介護できない  

問題行動を把握する為  

家族が認知症について理解があるのか疑問  

介護者にとって負担増  

2  

い状態を把握  活気のな   

全体  

全て削除されてはいけない  

削除されたとしても身体的・精神的・支障、負担が新しい項目でより   
わかりやすく判断しやすいものに改正するのであればよい  

審査項目を少なくすることにより判断が的確に行へなくなる  

削除されることにより認知症が軽く見られる  

簡素化することで、．介護の実際が見えてこない。細かく調査し実際に  
反映した認定がされているからこそ介護＝社会で支えることにつながると思う0  3  

■認定調査をベースとしてアセスメントするツールも多いと思うのですべて外してしまったら  

アセスメントしずらい  

10   



緊急アンケート調査のお願い  

この調査は、訪問調査23項目の削除に関して、認知症のケアプラン作成の現状と課題を明らかにするために、  

護サービス関係者に対し立教大学の服部万里子が実施しています。是非、率直な意見をお聞かせください。  

≪認知症の利用者のケアプランに関する調査≫  

1．あなたの担当事例の中で、認知症ある方のケアプラン作成はどれくらいありましたか？   

1．ない  2．10％未満  3．10～20％未満  4．20～30％未満 5．30％以上  

上記設問で、2～5と回答した方にお聞きします。 ※1と回答した方は設問4に飛んでください。  

2．認知症のある方のケアプランに関してお聞きします。（1つ選択してください）   

1．困難事例はない  2．困難事例がある  3．対応できない困難事例がある（あった）   

3．認知症ケアプランで困難な理由は上位3つに○を付けてください。  

1．独居の認知症  2．家族とのトラブル   3．家族の介護負担過重  4．近隣トラブル   

5．火災の危険  6．排桐などの危険対応  7．限度額オーバー   8．サーゼスが使いずらい   

9．金銭的にサイス困難 10．悪質販売 11．養護者による虐待 12．病状管理が困難   

13．その他〔具体的に：  

4．   訪問調査の23項目削除に関してあなたの意見をお聞かせください。   

絶対に外してはいけない項目に○をしてください？  

1．拘縮（肘関節）。 2．拘縮（足関節）。   3．裾創   4．皮膚疾患。 5．飲水。   6．作話。   

7．幻視幻聴  8．暴言景子毛  9．大声を出す。 10．落ち着きなし 11．外出して戻れなし㌔  

12．一人で出たがる 13収集癖。  14火の不始末。  15．物や衣類を壊す 16．不潔行為。  

17．異食行動。18．環舞等の変化 19．電話の利用。 20．指示への反応。   21感情が不安定。  

22．同じ話をする。  23．日中の生活  

なぜですか？〔理由を具体的に書いてください〕  

5認知症のある方のケアプラン   

に関して、介護保険の対応で改善すべき点をお聞かせください。  

6．あなた自身についてお聞きします。  

1．性別  ①男性  ②女性   

2．主な所属先  

①訪問介護 ②訪問着護 ③居宅介護支援 ④適所介護 ⑤地域包括支援センター ⑥特養 ⑦老健   

⑧療養型吃が軒プホーム⑲病医院【介護保険外】⑪市町村職員㊤その他（  

3．資格（現在の所属先での仕事に係る資格に○をつけてください。）   

① 医師 ②看護師 ③介護支援専門員 ④社会福祉士 （9介護福祉士 ⑥ヘルパー   
⑦管理者 ⑧事務職員 ⑨その他（具体的に：  ）  

11  
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ありがとうございました。他に自由なご意見を下に記載して下さいり  

12   



の仕組み（現状）   な要介護認定を行うため  ＼て適切  認知症の方につし  




